
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

問い合わせ先 

熊本市立千原台高等学校   

〒860-0073 熊本市西区島崎２丁目３７番１号 

電 話 096-355-7261 

ＦＡＸ 096-355-2947 

  URL http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/school/h/chiharadai/index.htm 

E-Mail:chiharadai@city.kumamoto.lg.jp 
 

 

 熊本市立千原台高等学校 

 令和８年度（２０２６年度） 

生徒募集要項 
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Ⅰ 選抜制度の大綱 
 

１ 入学者選抜制度の大枠 

令和８年度（２０２６年度）熊本市立千原台高等学校入学者選抜の大枠を、前期（特色）

選抜、後期（一般）選抜、二次募集とする。 

 

２ 募集定員及び通学区域等 

(1) 募集定員は熊本市立高等学校学則第２条による入学定員の規定にもとづき、下表のとお

りとする。 

(2) 通学区域（学区）は熊本市立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本市とする。ただ

し、同規則第２条第３項により、学区外の出願者に入学を許可し得る数を下表のとおりとする。 

学 科 募 集 定 員 学区外入学枠  

情報ビジネス探究科 １２０人 募集定員の２５％(３０人)以内 

健康スポーツ探究科  ４０人  〃   ５０％(２０人)以内 

 

 

 

Ⅱ 前期（特色）選抜 
 

１ 出願資格  

 入学を志願できる者は、次の(1)、(2)をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長

が確認した者で、かつ、(3)～(5)のいずれかに該当する者とする。 

(1) 前期（特色）選抜において、本校校長が定めた本校の重視する観点を理解し、希望する者 

(2) 合格した場合は、必ず入学する者  

(3) 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２ 

  ６年）３月に卒業見込みの者 

(4) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の 

  学力があると認められた者  

    （以下、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を「中学校」 

という。） 

 

２ 募集人員 

学 科 募 集 人 員 
前期（特色）選抜学区外入学枠  

募集定員に対する割合 人数 

情報ビジネス探究科 
７２人 

(募集定員の 60％以内) 
２０％以内 ２４人 

健康スポーツ探究科 
２８人 

(募集定員の 70％以内) 
４０％以内 １６人 
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３ 重視する観点 

 ｐ１９を参照のこと。 

 

４ 出願期間 ※インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２０）も参照のこと。 

(1) 出願者がインターネット出願システム（以下、「出願システム」という。）上での必要事項の

入力及び入学考査手数料の支払いを出願期間前に行った場合、出願取下げを行うことなく出願

期間になった時点（受検番号は、入学考査手数料を出願システムで支払った時点で自動付与さ

れる。）で「出願」とみなす。出願期間中に入学考査手数料の支払いを行った場合は、支払った

時点で「出願」とみなす。なお、必要事項の入力後、入学考査手数料を支払うためには、出願シ

ステムにおける中学校等用の出願管理サイト（以下、「中学校等専用サイト」という。）による、

在学する中学校長又は出身中学校長（以下、「出身中学校長」という。）の承認処理が必要であ

る。また、出身中学校長は、承認処理後に出願に必要な書類を、本校に提出する。 

(2) 出願期間は、令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までの間、

毎日午前９時から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による出願の場

合は、１月２２日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

 

５ 出願手続等（詳細については、「別途インターネット出願の手引き」等を参照のこと。） 

(1) 出願者による手続 

ア 募集要項の確認 

本校のホームページに掲載している募集要項等で、出願資格・出願方法を確認する。 

イ インターネット出願ページにアクセス 

本校のホームページにある「インターネット出願」ボタンをクリックし、出願システム 

サイトに入る。 

ウ ＩＤ（メールアドレス）の登録 

出願サイトで、メールアドレスをＩＤとして登録する。 

※緊急連絡時にもすぐに確認できるメールアドレスを登録する。 

エ 顔写真データの登録（アップロード） 

デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真票用顔写真データとして登録

（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以降に撮影し

たもので、脱帽、正面、上半身のものとする。 

オ 出願情報の入力 

選抜区分（前期（特色）選抜）、志望学科の選択、個人情報等の入力を行う（一時保存機能

が利用でき、入力を一旦中断して入力内容を保護者や中学校等に確認することができる。）。入

学考査手数料の支払い前であれば、何度でも入力の修正ができる。 

なお、入学考査手数料を支払った後には出願システム上での入力内容の変更ができないため、

修正の必要がある場合には本校に問い合わせる。 

カ 中学校長の承認処理を受ける。 

キ 入学考査手数料の支払い 

中学校長の承認処理終了後、出願システムで入学考査手数料の納付手続が可能となる。 

入学考査手数料は、２，２００円とする。また、出願に伴う振込手数料は出願者の負担とする。

なお、一旦納付した入学考査手数料及び振込手数料は理由のいかんを問わず返付しない。入学

考査手数料は、インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２０）で示す納付期間内に支払

うものとする。 

※入学考査手数料が支払われると、出願システム上で受検番号が自動付与される。 
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ク 関係書類の印刷 

次の(ｱ)については、印刷し記載内容を確認することができる。また、(ｲ)については、出願

期間に入ってから（令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から）印刷することができる。

ただし(ｱ)～(ｳ)は、本校に紙媒体で提出する必要はない。 

(ｱ) 入学願（熊本市選抜要項様式１-(1)に準拠して本校で定めた様式。） 

ａ 入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとおりとする。 

(a) 「生活の本拠」欄は市・郡名までの記入とする。 

(b) 事情がある場合は記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期間内に本校校長に説

明をするものとする。 

ｂ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任ある

証明をしなければならない。なお、４の(1)の承認をもって証明に代える。 

ｃ 熊本市外の中学校出身者で、学区内として出願する者は、保護者の生活の本拠が学区内

にあるということを証明できる書類を出願期間内に文書で提出しなければならない。 

ｄ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者に対し、そ

の保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を提出させることがで

きる。 

(ｲ) 受検票（熊本市選抜要項様式３） 

受検番号は、入学考査手数料を出願システムで支払った時点で自動付与される。 

※出願者が出願システム上から印刷した受検票（受検番号が付与済み）は、入学者選抜の日

まで出願者が保管し、選抜当日に持参する。 

(ｳ) 写真票（熊本市選抜要項様式４） 

ケ その他、必要に応じた書類の準備 

(ｴ) 自己アピール書（本校で定めた様式） 

※前期（特色）選抜「重視する観点」、「アドミッション・ポリシー」（ｐ１９）を参照 

    本校ホームページより自己アピール書（本校で定めた様式）をダウンロードし、前期（特

色）選抜「重視する観点」「アドミッション・ポリシー」をふまえ、アピールポイントを出

願者本人が記入する。 

(ｵ) 自己申告書（熊本市選抜要項様式５） 

ａ 出願者のうち、希望する者は自己申告書を提出することができる。 

ｂ 自己申告書（熊本市選抜要項様式５をコピーして使用しても可。）は、出願者本人が記

入する。 

ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要。）

を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校名、

氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。 

ｄ 出身中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを調査書等とともに、本校校長に

提出しなければならない。 

ｅ 本校校長は、提出された自己申告書をもって、出願者が不利益な取扱を受けることのな

いよう留意する。 

(ｶ) 県外公立高等学校入学志願についての証明書（熊本市選抜要項様式２１）県外中学校出

身者で熊本市立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明書を

添付しなければならない。 

(ｷ) その他の書類 

学区内、学区外を証明する書類など、本校校長の求めに応じた書類を提出すること。実技

検査等を実施する学科においては、本校の募集要項で別途提出を求める書類がある時には、
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それらの書類についても、本校の募集要項にしたがって提出すること。 

コ 出願者は、上記に示した(ｴ)と(ｵ)(ｶ)(ｷ)の書類のうち必要なものを、出身中学校長を経由し

て本校校長に提出する。 

(2) 中学校長による手続 

ア 出身中学校長は、自校の中学校等専用サイトで、出願者が登録した内容を確認し、承認処理

を行う。その後、中学校等専用サイトで、入学考査手数料が納付済みであることが確認できた

ら、イ以下の手続を行う。 

イ 出身中学校長は、上記に示した(ｴ)と(ｵ)(ｶ)(ｷ)の書類のうち必要なものを、本校校長に提出

する。 

ウ 出身中学校長は、出願者から提出された上記に示した書類のほか、次の書類を本校校長に紙

媒体で提出する。 

(ｱ) 調査書（熊本市選抜要項様式６） 

ａ 出身中学校長は、調査書委員会を設け、記載内容を生徒指導要録と照合の上審査を行い、

公正かつ遺漏のないようにしなければならない。 

ｂ 調査書は、「調査書の記入上の注意」を参照の上、生徒指導要録に基づいて厳正かつ記

載不備のないように作成しなければならない。 

ｃ 出身中学校長は、調査書を令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）

までに、本校校長に提出しなければならない。受付時間は、午前９時から午後４時までと

し、最終日は、正午までとする。 

ｄ 令和７年（２０２５年）３月以前に中学校を卒業した者については、当該年度における

熊本市立高等学校入学者選抜要項による調査書の様式に従って作成すること。 

なお、令和２年（２０２０年）３月以前に中学校を卒業した者については、調査書の提

出を要しない。 

(ｲ) 成績一覧表（熊本市選抜要項様式７） 

ａ 県内の中学校長は、県教育委員会が作成した入力用ファイルを用いて、出願者の属する

学年全員の成績一覧表を令和７年（２０２５年）１２月３１日（水）現在で作成し、令和

８年（２０２６年）１月６日（火）から１月９日（金）までに、当該教育事務所長に（た

だし、熊本市立中学校、山鹿市立中学校及び国・県・私立中学校の校長は、熊本県教育庁

県立学校教育局高校教育課長に）提出して、証明を受けなければならない。提出する成績

一覧表の部数は、前期（特色）選抜、中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜及び後期

（一般）選抜に出願予定の高等学校数に３部を加えた数とし、成績一覧表の電子データが

記録されたコンパクトディスク（以下、「ＣＤ」という。）も提出する（入力用ファイルの

配付等については、熊本県教育委員会から別途指示がある。）。 

出身中学校長は、証明を受けた成績一覧表を令和８年（２０２６年）１月２０日（火）

から１月２３日（金）までに、本校校長に１部提出しなければならない。受付時間は、午

前９時から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、証明済みの成績一覧表

１部を学校に保管すること。 

ｂ 各教育事務所長は、出身中学校長から提出され、証明した成績一覧表１部及び成績一覧

表の電子データが記録されたＣＤを令和８年（２０２６年）１月２６日（月）までに、熊

本県教育庁県立学校教育局高校教育課長に提出しなければならない。成績一覧表１部は

保管すること。なお、提出されたＣＤは、令和８年度（２０２６年度）高等学校入学者選

抜に関する事務が終了後、すみやかに廃棄するものとする。 

ｃ 令和７年（２０２５年）３月以前の卒業者に関する成績一覧表については、過去に当該

教育事務所長等に審査、証明を受けたものの写しに出身中学校長による原本証明をした
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ものでもよい。この場合は、当該教育事務所長等への提出を省略するものとする。なお、

令和２年（２０２０年）３月以前に中学校を卒業した者については、成績一覧表を作成す

る必要はない。 

ｄ 熊本県外の中学校長は、成績一覧表を令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１

月２３日（金）までに、熊本市教育委員会（熊本市中央区手取本町１番１号、熊本市教育

委員会指導課長宛て）及び本校校長に各１部提出しなければならない。なお、詳細につい

ては、「１ 県外中学校からの出願手続（ｐ１６）」を参照のこと。 

エ 本校に出願関係書類を提出する際には、千原台高等学校用の「出願書類提出票」に必要事項

を記入の上、持参もしくは郵送すること。なお、「出願書類提出票」は、熊本市のホームペー

ジに掲載する。 

(3) 出願の制限 

出願は、１校１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。 

(4) 出願変更・出願取下げ 

※インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２０）も参照のこと。 

いったん出願した場合は、変更はできない。ただし、出願期間前（令和８年（２０２６年）１

月１９日（月）午後４時まで）であれば、出願者が出願システム上での必要事項の入力及び入学

考査手数料の支払いを行った場合であっても、出願取下げ届を本人、保護者及び出身中学校長連

署の上、本校校長に届け出ることで、出願を取り下げることができる（その後、本校の異なる学

科又は他の高等学校に出願することができる。）。なお、「出願取下げ届」は、熊本市のホームペー

ジに掲載する。 

(5) 出願取消し 

やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）

から１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校

長に届け出なければならない。 

 

６ 出願受付場所 

  熊本市立千原台高等学校 会議室 

 

７ 選抜 

(1) 実施日 

   令和８年（２０２６年）２月２日（月） 

(2) 検査場 

   熊本市立千原台高等学校 

(3) 検査内容 

情報ビジネス探究科 ○集団面接（３～４人、１５分程度） 

健康スポーツ探究科 

○個人面接（１０分程度） 

○実技検査 

・共通実技検査 

・選択実技検査 

次の①～⑤の中から本人が得意とする実技を選択する。 

①陸上（長距離） 

②ハンドボール 

③自転車 
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④野球 

⑤その他の種目 

なお、⑤その他の種目を希望する者は、立ち幅跳び、シャトル

ラン、ボール投げ、反復横とびの４種目を実施する。 

 

(4) 選抜方法 

入学者の選抜は、「重視する観点（学科別）」及び「アドミッション・ポリシー」に沿って評価

し、中学校長から送付された調査書、成績一覧表等の書類、本校が実施する集団面接、個人面接、

実技検査の結果を資料として、総合的に判断する。 

 各学科における、具体的な選抜方法等（選抜資料の取扱い等）は以下のとおりである。 

ア 情報ビジネス探究科 

集団面接（３割）、調査書（７割） 

イ 健康スポーツ探究科 

実技検査（５割）、個人面接（２割）、調査書（３割） 

(5) 受検者の携帯品  

受検者は受検票、筆記用具、消しゴム、上履き、靴袋、弁当（健康スポーツ探究科のみ）を 

持参すること。健康スポーツ探究科受検者は、「健康スポーツ探究科受検者における実技検査に必

要な携帯品について」（ｐ１８）を参照すること。 

   下敷き、筆入れ、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能・通信機能を持つ時計、移動通信機

器（携帯電話等）、学校から貸与されている学習用端末（iPad 等）、ウェアラブル端末（スマート

ウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検査室への持ち込みは許さない。なお、面接終了後も待

ち時間があるため、読書に必要な本の持ち込みは可。 

(6) 日程 

 情報ビジネス探究科 各グループごとに面接控室へ直接集合 

 健康スポーツ探究科 体育館１階ビジュアルルームへ直接集合 

①情報ビジネス探究科 

   ア 第１グループ（午前８時３０分より校舎１階生徒昇降口より入校可） 

点呼・説明   ８:５０～ 

集団面接     ９:２０～ 

   イ 第２グループ（午前１０時３０分より校舎１階生徒昇降口より入校可） 

点呼・説明  １０:５０～ 

集団面接    １１:２０～ 

※情報ビジネス探究科の集団面接はグループ全員が終わるまで控室で待機する。 

②健康スポーツ探究科（午前９時１０分より体育館１階正面入口より入校可） 

点呼・説明       ９:３０～ 

実技検査      １０:００～１２:００ごろ 

昼  食       １２:００～１２:５０ 

個人面接      １３:００～ 

 

８ 選抜結果の通知等 

 令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知（熊本市

選抜要項様式８）するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（熊

本市選抜要項様式９）する。 

ただし、通知は次のいずれかの方法とする。中学校長はどちらの方法を選択するかを、願書提出
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時に申し出る。 

(1) 通知日の午前に中学校へ届く、配達時間帯指定郵便（午前）による通知。郵送代は本校で負担

する。 

(2) 通知日の午前９時、本校において出身中学校長又は代理者への手交。 

 

９ 合格者の発表 

 令和８年（２０２６年）３月１２日（木）午前９時００分、本校のホームページにおいて受検

番号を発表する。電話による問い合わせには応じない。 

 

１０ 不合格者の取扱い 

(1) 選抜の結果、不合格となった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、

本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略する。 

(2) 不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展

にて返却する。 

 

 

Ⅲ 後期（一般）選抜 
 

１ 出願資格  

入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜に

合格した者以外の者であるとともに、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者とする。 

(1) 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６

年）３月に卒業見込みの者 

(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者 

(3) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者 

 

２ 募集人員 

募集人員は、各学科の募集定員から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。 

 

３ 通学区域等 

通学区域（学区）は、熊本市立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本市とする。 

ただし、後期（一般）選抜における学区外の入学を許可し得る数については、「Ⅰ 選抜制度の

大綱」の「２ 募集定員及び通学区域等」に定める学区外の出願者に入学を許可し得る数から前期

（特色）選抜における学区外の合格内定者数を減じた数とする。 

なお、後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一

般）選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、学区外の出願者に入学を許可

しうる数の上限を超えて入学を許可することができる。 

 

４ 出願期間 ※インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２０～ｐ２１）も参照のこと。 

(1) 熊本市立高等学校入学者選抜において、出願者が出願システム上での必要事項の入力及び入

学考査手数料の支払いを出願期間前に行った場合、出願取下げを行うことなく出願期間になっ

た時点（受検番号は、入学考査手数料を出願システムで支払った時点で自動付与される。）で「出
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願」とみなす。出願期間中に入学考査手数料の支払いを行った場合は、支払った時点で「出願」

とみなす。 

なお、必要事項の入力後、入学考査手数料を支払うためには、中学校等専用サイトによる、

出身中学校長の承認処理が必要である。また、出身中学校長は、承認処理後に出願に必要な書

類を、本校に提出する。  

(2) 出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとす

る。また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９

時から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。な

お、郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

(3) 県外からの出願においても出願期間は(2)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情に

よってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに通学区域（学区）である熊本

市内に保護者とともに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できること

を条件に、特例として令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時

まで受け付ける。なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７

日（火）までに出願できなかったことを証明する書類を添付すること。 

 

５ 出願手続等 ※別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

(1) 出願者による手続 

ア 募集要項の確認 

本校のホームページに掲載している募集要項等で、出願資格・出願方法を確認する。 

イ インターネット出願ページにアクセス 

本校のホームページにある「インターネット出願」ボタンをクリックし、出願システムサイ

トに入る。 

ウ ＩＤ（メールアドレス）の登録 

出願サイトで、メールアドレスをＩＤとして登録する。 

※緊急連絡時にもすぐに確認できるメールアドレスを登録する。 

エ 顔写真データの登録（アップロード） 

デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真票用顔写真データとして登録

（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以降に撮影し

たもので、脱帽、正面、上半身のものとする。 

オ 出願情報の入力 

選抜区分（後期（一般）選抜）、志望学科の選択、個人情報等の入力を行う（一時保存機能

が利用でき、入力を一旦中断して入力内容を保護者や中学校等に確認することができる。）。入

学考査手数料の支払い前であれば、何度でも入力の修正ができる。 

なお、入学考査手数料を支払った後には出願システム上での入力内容の変更ができないた

め、修正の必要がある場合には本校に問い合わせる。 

カ 中学校長の承認処理を受ける。 

キ 入学考査手数料の支払い 

中学校長の承認処理終了後、出願システムで入学考査手数料の納付手続が可能となる。入学

考査手数料は、２，２００円とする。また、出願に伴う振込手数料は出願者の負担とする。な

お、一旦納付した入学考査手数料及び振込手数料は理由のいかんを問わず返付しない。入学考

査手数料は、インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２０～ｐ２１）で示す納付期間内

に支払うものとする。 

※入学考査手数料が支払われると、出願システム上で受検番号が自動付与される。 
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※「インターネット出願の手引き」等は熊本市及び本校のホームページに掲載する。 

ク 関係書類の印刷 

次の(ｱ)については、印刷し記載内容を確認することができる。また、(ｲ)については、出願

期間に入ってから（令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から。７の(3)の特例出願の場

合は令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から）印刷することができる。 

ただし(ｱ)～(ｳ)は、本校に紙媒体で提出する必要はない。 

(ｱ) 入学願（様式２に準拠して各高等学校長が定める。） 

ａ 入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとおりとする。 

(a) 「生活の本拠」欄は市・郡名までの記入とする。 

(b) 事情がある場合は記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期間内に本校校長に

説明をするものとする。 

ｂ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任ある

証明をしなければならない。なお、４の(1)の承認をもって証明に代える。 

ｃ 熊本市外の中学校出身者で、学区内として出願する者は、保護者の生活の本拠が学区内

にあるということを証明できる書類を出願期間内に文書で提出しなければならない。 

ｄ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者に対し、そ

の保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を提出させることがで

きる。 

(ｲ) 受検票（熊本市選抜要項様式３） 

受検番号は、入学考査手数料を出願システムで支払った時点で自動付与される。 

※出願者が出願システム上から印刷した受検票（受検番号が付与済み）は、入学者選抜の

日まで出願者が保管し、選抜当日に持参する。 

(ｳ) 写真票（熊本市選抜要項様式４） 

ケ その他、必要に応じた書類の準備 

(ｴ) 自己アピール書（本校で定めた様式）※「アドミッション・ポリシー」（ｐ１９）を参照 

    本校ホームページより自己アピール書（本校で定めた様式）をダウンロードし、「アドミ

ッション・ポリシー」をふまえ、アピールポイントを出願者本人が記入する。 

(ｵ) 自己申告書（熊本市選抜要項様式５） 

ａ 出願者のうち、希望する者は自己申告書を提出することができる。 

ｂ 自己申告書（様式５をコピーして使用しても可。）は、出願者本人が記入する。 

ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不

要。）を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中

学校名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。 

ｄ 出身中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを出願期間内に、本校校長に提

出しなければならない。 

ｅ 本校校長は、提出された自己申告書をもって、出願者が不利益な取扱を受けることの

ないよう留意する。 

(ｶ) 海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（熊本市選抜要項様式２２） 

海外帰国生徒等の特別措置（※熊本市立高等学校入学者選抜要項「Ⅶ 海外帰国生徒等の取

扱い」の２を参照のこと。）の適用を受けようとする者は、特別措置適用申請書を出願期間

内に、本校校長に提出しなければならない。 

(ｷ) 県外公立高等学校入学志願についての証明書（熊本市選抜要項様式２１） 

県外中学校出身者で熊本市立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願につい

ての証明書を出願期間内に、本校校長に提出しなければならない。 
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(ｸ) その他の書類 

学区内、学区外を証明する書類など、本校校長の求めに応じた書類を提出すること。実

技検査等を実施する学科においては、本校の募集要項で別途提出を求める書類がある時に

は、それらの書類についても、本校の募集要項にしたがって提出すること。 

コ 出願者は、上記に示した(ｴ)と(ｵ)(ｶ)(ｷ)(ｸ)の書類のうち必要なものを、出身中学校長を経

由して出願期間内に本校校長に提出する。 

(2) 中学校長による手続 

ア 出身中学校長は、自校の中学校等専用サイトで、出願者が登録した内容を確認し、承認処理

を行う。その後、中学校等専用サイトで、入学考査手数料が納付済みであることが確認できた

ら、イ以下の手続を行う。 

イ 出身中学校長は、上記に示した(ｴ)と(ｵ)(ｶ)(ｷ)(ｸ)の書類のうち必要なものを、出願期間内

に本校校長に紙媒体で提出する。 

ウ 出身中学校長は、出願者から提出された上記に示した書類のほか、次の書類を本校校長に紙

媒体で提出する。 

(ｱ) 調査書（熊本市選抜要項様式６） 

ａ 「Ⅱ 前期（特色）選抜」の５の(2)のウの(ｱ)を参照のこと。ただし、出身中学校長は、

調査書を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに提出する

ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。 

ｂ 前期（特色）選抜の出願先と同一の高等学校に再び出願する場合は、調査書の提出を省

略するものとする。 

(ｲ) 成績一覧表（熊本市選抜要項様式７） 

ａ 「Ⅱ 前期（特色）選抜」の５の(2)のウの(ｲ)を参照のこと。ただし、出身中学校長は、

成績一覧表を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに提出

するものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。 

ｂ 前期（特色）選抜で出願している場合は、成績一覧表の提出を省略するものとする。 

ｃ 県外の中学校長は、熊本市教育委員会（熊本市中央区手取本町１番１号、熊本市教育委

員会指導課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）

から２月２６日（木）までに各１部提出しなければならない。なお、様式については、当

該教育事務所長等の証明が不要なため、県教育委員会ホームページに掲載する県外中学

校出身者用の様式を使用すること。 

(3) 出願の制限 

出願は、１校限りとする。いったん出願した後には、(4)の「出願変更・出願取下げ」及び(5)

の「出願取消し」の場合を除き、どのような変更も認めない。 

本校へは第１希望と第２希望の出願ができる。第２希望は第１希望以外の他の学科とする。第

２希望がない場合は、「希望しない」を選択すること。 

(4) 出願変更・出願取下げ※インターネット出願システム入力等の日程（ｐ２１）も参照のこと。 

ア 出願した本校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。ただし、出願期

間前（令和８年（２０２６年）２月１０日（火）午後４時まで）であれば、出願者が出願シス

テム上での必要事項の入力及び入学考査手数料の支払いを行った場合であっても、出願取下

げ届を本人、保護者及び出身中学校長連署の上、本校校長に届け出ることで、出願を取り下げ

ることができる（その後、本校の異なる学科又は他の高等学校に出願することができる）。な

お、「出願取下げ届」は、熊本市のホームページに掲載する。 

イ 出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
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ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。 

ウ 出願変更の手続は、次のとおりとする。なお、様式１３及び１４は県教育委員会のホームペ

ージからダウンロードして作成し、紙媒体で提出すること。 

(ｱ) 異なる高等学校に出願変更する場合（市立高等学校間での出願変更及び県立高等学校か

ら本校への出願変更） 

ａ 出願変更したい者は、出願変更先の高等学校のホームページから出願システムにアク

セスし、必要事項の入力等を行い、入学考査手数料を支払い（ただし市立高等学校間での

出願変更の場合は不要）、入学願を印刷する。 

ｂ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、出願した高等学校長に、「出願変更願（甲）」

（様式１３）及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出

願変更願（乙）」を受け取る（自己申告書を提出した場合は、自己申告書も受け取る。「出

願変更願（甲）」は、出願変更前の高等学校で保管する。）。 

ｃ 受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願を添付し、出身中学校長を

経て、出願変更先の高等学校長に提出する（自己申告書は新たに作成し、出願変更先の高

等学校長にも提出できる。）。 

※受検票は、出願システムで出願期間に入ってから（令和８年（２０２６年）２月１８日

（水）から）印刷することができる。 

※印刷した受検票（受検番号が付与済み）は、入学者選抜の日まで受検者が保管し、選抜

当日に持参する。 

(ｲ) 本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望の追加等も含む。） 

ａ 出願変更したい者は、本校のホームページから出願システムにアクセスし、必要事項の

入力等を行い、入学願を印刷する。 

ｂ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と、新た

に作成した入学願を提出する。 

※受検票は、出願システムで出願期間に入ってから（令和８年（２０２６年）２月１８日

（水）から）印刷することができる。 

※印刷した受検票（受検番号が付与済み）は、入学者選抜の日まで受検者が保管し、選抜

当日に持参する。 

(ｳ) 県立高等学校に出願変更する場合 

ａ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１

３）及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を紙媒体で提出し、所定の欄に証明を受けた「出

願変更願（乙）」を受け取る（「出願変更願（甲）」は、本校で保管する。）。 

ｂ 受領後の手続については、熊本県立高等学校入学者選抜要項参照のこと。 

エ 入学考査手数料については、次の表のとおりとする。 

納付する必要がある場合には、新たに出願する際に納付すること。 

※入学考査手数料は、出願システムを利用して支払うものとする。 

※出願に伴う振込手数料等は出願者の負担とする。 

出 願 変 更 の 区 分 入学考査手数料の納付 

本校から熊本市立必由館高等学校へ 改めて納付する必要はない。 

県立高等学校（定時制課程を含む）から、本校へ 改めて入学考査手数料の全額

を納付すること。 本校から、県立高等学校（定時制課程を含む）へ 
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(5) 出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合

をいう。） 

出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時

までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。

ただし、土曜日及び日曜日は除く。 

 

６ 出願受付場所 

  熊本市立千原台高等学校 会議室 

 

７ 選抜（本検査） 

(1) 学力検査及び学校独自検査実施日 

  令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日 

(2) 検査場 

   熊本市立千原台高等学校 

(3) 学力検査時間割 

  第１日 ３月４日（水） 

各検査室にて午前９時００分点呼（８時４０分より校舎１階生徒昇降口より入校可） 

 教  科  開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国  語 ９：３０ １０：０５ ３５ 

休 憩 

第２時限 理  科 １０：２５ １１：００ ３５ 

休 憩 

第３時限 社  会 １１：２０ １１：５５ ３５ 

休 憩 

第４時限 
英  語 

（リスニングテストを含む。） 
１２：４５ １３：３０ ４５ 

休 憩 

第５時限 数  学 １３：５０ １４：２５ ３５ 

 

 

第２日 ３月５日（木） 

① 情報ビジネス探究科 

ア 第１グループ（午前８時４０分より校舎１階生徒昇降口より入校可） 

点呼・説明   ９:００～ 

個人面接     ９:２０～ 

    イ 第２グループ（午前１０時４０分より校舎１階生徒昇降口より入校可） 

点呼・説明  １１:００～ 

個人面接    １１:２０～ 

 

② 健康スポーツ探究科（午前１０時１０分より体育館１階正面入口より入校可） 

点呼・説明  １０：３０～ 

      実技検査   １１：００～ 

個人面接   １３：００～ 
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※情報ビジネス探究科の個人面接はグループ全員が終わるまで控室で待機する。 

   ※グループ分け等の詳細は本校ホームページに掲載する。 

 

(4) 受検者の携帯品 

ア 受検者は受検票、ＨＢ又はＢの鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、定規、コンパス、

腕時計（教室の時計は見られないので必要な受検生は携帯可）を持参すること。なお、これ

らの現状変更(書き込み、シール貼付等)は認めない。また、文字入り鉛筆（太宰府参宮鉛筆

等）、文字入り定規、蛍光ペン、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパス、分度器、

下敷き、筆入れ、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能・通信機能を持つ時計、移動通

信機器（携帯電話等）、学校から貸与されている学習用端末（iPad 等）、ウェアラブル端末（ス

マートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検査室への持ち込みは許さない。なお、面

接終了後も待ち時間があるため、読書に必要な本の持ち込みは可。 

 

イ 受検者は上履きと靴袋を持参し、第１日目は昼食を持参すること。なお、健康スポーツ探

究科志願者（第２希望で健康スポーツ探究科を志願している者も含む。）は第２日目、実技検

査に必要な用具と昼食（第２希望で健康スポーツ探究科を志願している者は除く。）を持参す

ること。実技検査に必要な用具は、「健康スポーツ探究科受検者における実技検査に必要な携

帯品について」（ｐ１８）を参照すること。 

 

８ 選抜の手順 

(1) 情報ビジネス探究科 

 ＜第一段階選抜＞ 

①調査書（２割） 

②学力検査（５割） 

③個人面接（３割） 

※①～③により総計点を算出し、総計点の高い順に募集人員の 90％以内の合格者を決定する。 

＜第二段階選抜＞ 

①調査書（２割） 

②学力検査（３割） 

③個人面接（５割） 

※①～③により算出した総計点を選抜の主たる資料とし、総合的に判断して選抜する。 

(2) 健康スポーツ探究科 

 ＜第一段階選抜＞ 

①調査書（１割） 

②学力検査（５割） 

③個人面接（２割） 

④実技検査（２割） 

※①～④により総計点を算出し、総計点の高い順に募集人員の 90％以内の合格者を決定する。 

＜第二段階選抜＞ 

①調査書（１割） 

②学力検査（３割） 

③個人面接（３割） 

④実技検査（３割） 

※※①～④により算出した総計点を選抜の主たる資料とし、総合的に判断して選抜する。 
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９ 合格者の発表 

 令和８年（２０２６年）３月１２日（木）午前９時００分、本校のホームページにおいて受検

番号を発表する。電話による問い合わせには応じない。 

 

１０ 不合格者の取扱い 

  不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展

にて返却する。 

 

１１ 後期（一般）選抜の追検査 

(1) 資格 

病気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、「本検査」という。）

を受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者。  

(2) 受検できる学科 

受検できる学科は、後期（一般）選抜に出願した同一の学科とする。 

(3) 募集人員 

若干名（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集

定員を超えて入学を許可することができる。） 

(4) 申請期間及び手続等 

希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学校

長を経由して、本校校長に、追検査受検願（熊本市選抜要項様式１５）を紙媒体で提出すること。

受付時間は、毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校

長は、出身中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝えること。また、

出身中学校長は、当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追

検査の受検が承認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。  

(5) 選抜 

ア 学力検査日時 

 令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。 

イ 検査場 

 熊本市立千原台高等学校 

ウ 集合時刻 

  午前９時（集合場所は別途通知する） 

エ 学力検査時間割 ※英語の検査においてリスニングテストは実施しない。 

 教  科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国  語 ９：３０ １０：０５ ３５ 

休 憩 

第２時限 数  学 １０：２５ １１：００ ３５ 

休 憩 

第３時限 英  語 １１：２０ １１：５５ ３５ 

オ 選抜の手順 

  学力検査の結果を「８ 選抜の手順」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を

行う。なお、面接、実技検査は実施しない。 

  カ 受検者の携帯品 
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 本検査に準じる。 

(6) 合格者の発表  

ア 発表の日は、令和８年（２０２６年）３月１７日（火）とする。 

イ 追検査を実施した高等学校の校長は、選抜結果について、郵送で令和８年（２０２６年）３

月１７日（火）に、対象者に通知（様式１６）するとともに、出身中学校長に通知（様式１７）

し、発表に代える。 

ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交することができ

る。 

(7) 不合格者の取扱い 

不合格者の中で自己申告書を提出した者については、出願者本人宛、親展にて返却するものと

する。 

(8) その他 

   この募集要項に記載のない事項については、「令和８年度（２０２６年度）熊本市立高等学校

入学者選抜要項」によるものとする。 
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Ⅳ 前期(特色)選抜及び後期(一般)選抜の 

出願に共通する事項等 

 

１ 県外中学校からの出願手続 

(1) 県外中学校出身者で本校に出願する者は、前期（特色）選抜においては、この要項の「Ⅱ 前期

（特色）選抜」の５に示した必要書類等、後期（一般）選抜においては、この要項の「Ⅲ 後期（一

般）選抜」の５に示した必要書類等を本校校長に提出すること。なお、入学考査手数料を支払う

ための中学校等専用サイトによる承認処理は必要ない。 

(2) 当該中学校長は、成績一覧表（熊本市選抜要項様式７）については、当該教育事務所長等の証

明が不要なため、県教育委員会ホームページに掲載する県外中学校出身者用の様式を使用するこ

と。熊本市教育委員会（熊本市中央区手取本町１番１号、熊本市教育委員会指導課長宛て）及び

本校校長に各１部を、前期（特色）選抜においては令和８年（２０２６年）１月２０日（火）か

ら１月２３日（金）までに、後期（一般）選抜においては令和８年（２０２６年）２月２４日（火）

から２月２６日（木）までに提出しなければならない。 

なお、熊本市選抜要項様式７に準じたものであれば、各都道府県で定めたものを使用してもよ

い。また、当該教育事務所長等の証明は不要。 

(3) 出願に当たっての必要な書類は、本校校長に請求すること。 

 

２ 郵送による個人情報提供 ※詳細は熊本市選抜要項を参照すること。 

(1) 後期（一般）選抜における学力検査の教科別得点及び合計得点について、出願者の希望があれ

ば、郵送による個人情報の提供を行う。 

(2) 個人情報の提供を希望できる者は学力検査の出願者本人のみとする。 

(3) 個人情報の提供を希望する出願者は、「提供希望願」（熊本市選抜要項様式２３）と返信用封筒

（長形３号）を、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校

長に提出すること。なお、返信用封筒には出願者本人の住所、氏名を記入し、返信用切手４６０

円分(郵送料１１０円分及び簡易書留の料金３５０円分)を貼ること。 

 

３ その他の事項 

(1) 書類不備の場合、入学願は受け付けない。 

(2) 入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後で

あっても、その合格を取り消す。 

(3) 次の各項目に関わる事項については、熊本市選抜要項に基づいて実施する。 

ア 二次募集 

イ 障がい等がある受検者への配慮事項 

ウ 海外帰国生徒等の取扱い 

(4) 上記のほか、この要項に記載のない事項については、熊本市選抜要項に基づいて実施する。 

(5) 学区内外の判断、質問がある場合は、本校に問い合わせること。また、熊本市立高等学校入

学者選抜全般に関して質問がある場合は、熊本市教育委員会（指導課）に問い合わせること。 

(6) 令和８年度（２０２６年度）熊本市立高等学校入学者選抜要項等は、熊本市のホームページか

ら入手できる。 

(7) 今後、変更等が必要となった場合は、関係機関をとおして県内の各中学校長に別途通知すると

ともに、本校及び熊本市のホームページで周知する。 



- 17 - 

 

Ⅴ 合格者発表以降の事項 

 

１ 合格者説明会 

(1) 合格者は令和８年（２０２６年）３月２４日（火）午後２時に、本校体育館で行う合格者説明

会へ保護者同伴で出席すること。（二次募集合格者がいる場合は別途連絡する。） 

(2) 無断で来校しない場合は、合格を取り消すことがある。やむを得ない事情がある場合は、当

日午前１０時までに連絡をすること。 

(3) 当日学校より配付する書類は、必要事項を記入して入学式までに提出すること。 

(4) 教科書や体育服等の販売を行うので、５０,０００円程度を用意すること。 

 

２ 必要経費 ※以下は令和８年度（２０２６年度）予定 

(1) 合格者説明会時に必要な費用 

   約 50,000 円（学科・男女で異なる） 

内訳：教科書、体育用品（体育服、シューズ等）、上履きスリッパ、電卓（情報ビジネス探究科）、

その他、推薦辞書や自転車用ヘルメット、雨合羽等の購入の場合は別途費用が必要。 

(2) 制服は、入学前までに各自販売店にて購入してください。 

 (3) 入学式前に必要な費用 

ア 入学料 5,650 円 

イ 校納金（ＰＴＡ会費等） 年額 55,000 円 

ウ 一括徴収金（学科で異なる） 

情報ビジネス探究科     58,360 円（令和７年度実績） 

健康スポーツ探究科     34,270 円（令和７年度実績） 

内訳：日本スポーツ振興センター費 

補助教材費 

千原台フェスティバル費 

検定試験代 

実習費など 
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健康スポーツ探究科受検者における実技検査に必要な携帯品について 

 

【前期（特色）選抜】 

検査内容および種目 携 帯 品 

共通実技検査 体操服、屋内用シューズ 

選 

択 

実 

技 

検 

査 

陸上（長距離） 
共通実技検査と同じ（屋内で使用できるランニングシュ

ーズを持っている者は持参してもよい。） 

ハンドボール 
共通実技検査と同じ（ハンドボールシューズを持ってい

る者は持参してもよい。） 

自転車 
共通実技検査と同じ（サイクリングシューズを持ってい

る者は持参してもよい。） 

野球 グローブ、屋外用シューズ 

その他の種目 共通実技検査携帯品と同じ 

 

【後期（一般）選抜】 

検査内容 携 帯 品 

実技検査 体操服、屋内用シューズ 

 

※健康スポーツ探究科（実技検査）を受検する者は、前期（特色）選抜および後期（一

般）選抜（第２希望の者は除く。）ともに昼食を持参すること。 
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前期（特色）選抜「重視する観点」 

熊本市立千原台高等学校 

学 科 重視する観点 

情報ビジネス 

探究科 

次の①～③のすべてを満たす者。 

① 基本的生活習慣を身につけ、基礎的な学力を有する者。 

② 学校行事や部活動、生徒会活動、資格取得などに意欲的に取

り組む者。 

③ 情報・ビジネスに高い興味や関心を持ち、新しいことや探究

的な活動に積極的に取り組む意欲のある者。 

健康スポーツ 

探究科 

次の①～③のすべてを満たす者。 

① 基本的生活習慣を身につけ、基礎的な学力を有する者。 

② 学校行事や部活動、生徒会活動などに意欲的に取り組む者。 

③ スポーツ・健康に高い興味や関心を持ち、運動能力・適性に

秀でており、中学時代に引き続き、スポーツに熱心に取り組む

意欲のある者。 

 

 

 

 

 

アドミッション・ポリシー （入学者の受入れに関する方針） 

熊本市立千原台高等学校 

・基本的生活習慣並びに中学校までの基礎学力が身についており、健康・スポーツ、 

情報・ビジネスに高い興味や関心を持つ生徒 

・郷土を愛し、将来熊本市の発展にさまざまな形で貢献したいと考えている生徒 

・学校行事や部活動、生徒会活動などに意欲的に取り組む生徒 

・新しいことに積極的に挑戦し、これまでにない価値を創造しようとする探究心旺盛 

な生徒 
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令和８年度（2026 年度）熊本市立高等学校入学者選抜における 

インターネット出願システム入力等の日程 

 

熊本市教育委員会 

 

令和８年度（2026 年度）熊本市立高等学校入学者選抜におけるインターネット出願 

システムを利用しての入学願書入力期間（以下、「入力期間」という。）及び入学考査手 

数料の納付期間（以下、「納付期間」という。）を、下記のとおり定めます。 

 

記 

 

１ 前期（特色）選抜 

(1) 入力期間    令和７年（2025 年）１２月１日（月） 

～令和８年（2026 年）１月２３日（金）正午 

(2) 納付期間    令和７年（2025 年）１２月１日（月） 

～令和８年（2026 年）１月２３日（金）正午 

(3) 出願期間    令和８年（2026 年）１月２０日（火） 

～１月２３日（金）正午 

(4) 受検票印刷期間 令和８年（2026 年）１月２０日（火） 

～３月３１日（火） 

(5) 検査日     令和８年（2026 年）２月２日（月） 

(6) 選抜結果の通知 令和８年（2026 年）２月９日（月） 

※ 合格者発表は、令和８年(２０２６年)３月１２日（木） 

 

 

２ 後期（一般）選抜 

(1) 入力期間    令和７年（2025 年）１２月１日（月） 

～令和８年（2026 年）２月１７日（火）正午 

(2) 納付期間    令和７年（2025 年）１２月１日（月） 

～令和８年（2026 年）２月１７日（火）正午 

(3) 出願期間    令和８年（2026 年）２月１２日（木） 

～２月１７日（火）正午 

(4) 受検票印刷期間 令和８年（2026 年）２月１２日（木） 

～３月３１日（火） 

(5) 検査日     令和８年（2026 年）３月４日（水）・３月５日（木） 

(6) 合格者発表   令和８年（2026 年）３月１２日（木） 
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３ 後期（一般）選抜の出願変更 

(1) 入力期間    令和８年（2026 年）２月１７日（火）午後１時 

～２月２０日（金）正午 

(2) 納付期間    令和８年（2026 年）２月１７日（火）午後１時 

～２月２０日（金）正午 

(3) 出願期間    令和８年（2026 年）２月１８日（水） 

～２月２０日（金）正午 

(4) 受検票印刷期間 令和８年（2026 年）２月１８日（水） 

～３月３１日（火） 

＊ 検査日、合格者発表は、「２ 後期（一般）選抜」に同じ。 

 

 

４ 後期（一般）選抜の特例出願 

(1) 入力期間    令和８年（2026 年）２月１８日（水） 

～２月２７日（金）午後４時 

(2) 納付期間    令和８年（2026 年）２月１８日（水） 

～２月２７日（金）午後４時 

(3) 出願期間    令和８年（2026 年）２月２４日（火） 

～２月２７日（金）午後４時 

(4) 受検票印刷期間 令和８年（2026 年）２月２４日（火） 

～３月３１日（火） 

＊ 検査日、合格者発表は、「２ 後期（一般）選抜」に同じ。 

 

 

５ 二次募集 

(1) 入力期間    令和８年（2026 年）３月１２日（木）午後１時 

～３月１８日（水）午後４時 

(2) 納付期間    令和８年（2026 年）３月１２日（木）午後１時 

～３月１８日（水）午後４時 

(3) 出願期間    令和８年（2026 年）３月１３日（金） 

～３月１８日（水）午後４時 

(4) 検査日     令和８年（2026 年）３月１９日（木）午後１時以降 

(5) 選抜結果の通知 令和８年（2026 年）３月２４日（火） 


